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経済財政運営と改革の基本方針 2025 

（令和７年６月 13日閣議決定） 

 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

 

第１章 マクロ経済運営の基本的考え方 
 

１．日本経済を取り巻く環境と目指す道 

世界に安定と繁栄をもたらしてきた国際秩序は、現在、自国第一主義や権威主義的国家の

台頭によって変化しつつある。力や威圧による一方的な現状変更の試みも続いている。 

政府は、いかなる状況下にあっても、国益を守り抜く。そのため、法の支配に基づく自由

で開かれた国際秩序を維持・強化すると同時に、パワーポリティクスの下で新たな国際秩序

が形成されることにも備える。そして、世界の安定と繁栄に貢献しながら、我が国経済社会

の持続性を確保していく。 

厳しさを増しているのは国際環境だけではない。国内では、例えば、頻発する自然災害や

甚大な被害が想定される大規模地震への対処、老朽化したインフラの保全、エネルギー・食

料・経済安全保障の確立など、強靱な経済構造をつくるための課題は山積している。 

本格的な人口減少を見据えた経済・財政・社会保障制度の持続可能性の確保など、これま

で指摘されながら、必ずしも十分に進んでいない構造改革への取組。人口減少下にあっても、

経済のパイを縮小させないためのイノベーションや生産性の向上、そして、その前提となる

質の高い雇用の確保。我が国を取り巻く国際秩序が大きく変化する中にあっても、官民が連

携し、こうした課題解決のための取組を推進し、我が国経済の持続的成長と国民生活の豊か

さの向上を目指すことこそが、「新しい資本主義」の実現にほかならない。 

「新しい資本主義」の実現に向けた取組によって、30 年続いたコストカット型経済は終

焉を迎えつつあり、５％を上回る賃上げが２年連続して実現した。石破内閣は、その取組を

更に進め、「賃上げこそが成長戦略の要」との考え方に立って、最低賃金の引上げを含め、

物価上昇を安定的に上回る賃上げを実現する。そして、国民が「今日より明日はよくなる」

と実感でき、ふるさとへの思いを高めることができる「新しい日本・楽しい日本」を実現す

ることを目指す。そのための経済財政運営と改革の基本方針が、本方針である。 

 

２．当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現 

米国による一連の関税措置及びその後の対抗措置の応酬は、これまで国際社会が培ってき

た自由で開かれた貿易・投資体制をゆるがせにするものとして、我が国からの輸出を減少さ

せるだけでなく、家計や企業のマインドの慎重化を通じて消費や投資を下押しするおそれが

あり、我が国経済全体を下振れさせるリスクとなっている。また、足元では、食料品を中心

とする物価高が継続し、家計や企業は、依然として厳しい状況に置かれている。 

まずは、これらのリスクへの備え・対応に万全を期す。 

戦後国際社会が築き上げてきた自由貿易体制の恩恵を受ける我が国としては、米国に対し

て措置の見直しを強く求めつつ、日米が共に成長するための協力関係を力強く推し進めるた

め、粘り強く協議を続ける。同時に、関税措置による国内産業・経済への影響を想定し、資

金繰り対策など、必要な支援を行うだけでなく、あらゆる事態を想定して万全の措置を講ず

る。また、国内投資の拡大やサプライチェーンの強靱化、対日直接投資の促進、円滑な労働
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移動等に取り組むとともに、内需の拡大を含め外的環境の変化に強い経済構造を構築する。 

足元の物価高については、その動向が家計や事業活動に与える影響に細心の注意を払いつ

つ、令和６年度補正予算や令和７年度予算に盛り込んだ施策に加え、物価や国民生活の状況

に応じて、政府備蓄米の売渡し、燃料油価格の定額引下げ、電気・ガス料金支援を追加して

おり、あらゆる政策を総動員して、国民生活・事業活動を守り抜く。 

我が国経済は、これらのリスクに直面する一方で、現在、名目ＧＤＰは 600 兆円を超え、

賃金も２年連続で５％を上回る賃上げ率が実現するなど、成長と分配の好循環が動き始めて

いる。コストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、成長型経済への移行を確実な

ものとするため、当面のリスクへの備え・対応に万全を期すとともに、日本経済全国津々浦々

の成長力を強化する。 

「賃上げこそが成長戦略の要」である。持続的・安定的な物価上昇の下、日本経済全体で

１％程度の実質賃金上昇を定着させ、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。この実

現に向け、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、適切な価格転嫁や生産性向上、

経営基盤を強化する事業承継・Ｍ＆Ａを後押しするなど、賃上げ支援の施策を総動員する。

最低賃金を着実に引き上げ、2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標に向かってたゆ

まぬ努力を続ける。将来における賃金・所得の増加にも取り組む。企業の稼ぐ力を継続的に

高めるため、ＧＸ・ＤＸ、スタートアップ、経済安全保障等の分野において、官と民が連携

した投資が行われる「投資立国」の取組を進める。貯蓄から投資への流れを確実なものとし、

中長期の視点から国民の資産形成を後押しする「資産運用立国」の取組を進める。 

「地方創生２.０」は、「新しい日本・楽しい日本」を実現するための政策の核心である。

「令和の日本列島改造」としてこれを進め、「若者や女性にも選ばれる地方」を実現する取

組等を通じて、日本全体の活力を取り戻す。 

国民の安心・安全を確保することは、成長型経済への移行の礎となる。東日本大震災や令

和６年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・復興、防災・減災・国土強靱化、外

交・安全保障環境の変化への対応、犯罪対策の強化等に取り組む。 

減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要という基本的考え方の下、既に講じた減税

政策に加えて、これから実現する賃上げによって更に手取りが増えるようにする。その 

ために、経済全体のパイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させ、現

在及び将来の賃金・所得が継続的に増加する「賃上げを起点とした成長型経済」を実現する

ことを目指す。 

政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・物価動向に応じた機動的なマクロ経

済政策運営を行う。政府は、競争力と成長力強化のための構造改革に取り組むとともに、持

続可能な財政構造を確立するための取組を推進する。日本銀行には、経済・物価・金融情勢

に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、２％の

物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 

経済財政諮問会議においては、今後とも、経済・財政の状況、金融政策を含むマクロ経済

政策運営、外的環境の変化に対する耐性が強い経済構造への変革に向けた取組等について、

定期的に検証する。 

 

３．人口減少下における持続可能な経済社会の構築 

我が国の生産年齢人口は、これからの 20 年で 1,500 万人弱、２割以上が減少する。こう

した中、かつて人口増加期に作り上げられた経済社会システムを中長期的に持続可能なシス

テムへと転換することが求められる。 

経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するためには、生産年齢人口の減少が本格化す
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る中にあっても、中長期的に実質１％を安定的に上回る成長を確保する必要がある。その上

で、それよりも更に高い成長の実現を目指す。こうした経済においては、２％の物価安定目

標を実現する下で、2040年頃に名目ＧＤＰ1,000兆円程度の経済が視野に入る。 

人口減少が本格化する 2030 年代以降も、こうした成長を実現するとともに、医療・介護

給付費対ＧＤＰ比の上昇基調に対する改革に取り組み、ＰＢの一定の黒字幅を確保していく

ことができれば、長期的な経済・財政・社会保障の持続可能性が確保される。 

こうしたビジョンの下、骨太方針 2024 で定めた「経済・財政新生計画」に基づき、経済

あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、

歳出・歳入両面の改革を継続する。人口減少下にある我が国においては、限られたリソース

からより一層高い政策効果を生み出すことが必要となる。全世代型社会保障の構築、少子化

対策及びこども・若者政策の推進、公教育の再生・研究活動の活性化、戦略的な社会資本整

備の推進、地方行財政基盤の強化など、経済・財政一体改革の取組を進める。 

国際秩序が根幹から揺らぎかねない不確実な時代にあって、我が国が世界の中で重要な地

位を担い続けるためには、財政が国民経済の中長期的な発展を支える役割を十分に果たすこ

とで成長を実現し、賃金や所得が拡大する中で成長と分配の好循環が実現し生活が豊 

かになる、活力ある経済社会を築いていく。 

 

（略） 

 

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 
 

１．物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総動員～ 

 

（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行 

2029 年度までの５年間で、日本経済全体で年１％程度の実質賃金上昇、すなわち、持続

的・安定的な物価上昇の下、物価上昇を１％程度上回る賃金上昇をノルムとして定着させる。

この実現に向け、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、価格転嫁・取引適正化、

生産性向上、事業承継・Ｍ＆Ａによる経営基盤強化及び地域の人材育成と処遇改善に取り組

む。 

価格転嫁・取引適正化については、「官公需における価格転嫁のための施策パッケージ」

に基づく取組として、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入拡大・活用、「中小

企業者に関する国等の契約の基本方針」に基づく物価上昇に伴うスライド対応や期中改定、

国・独立行政法人等及び地方公共団体において必要となる予算の確保等を進める。中小受託

取引適正化法の執行体制を強化するとともに、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関

する指針」の周知広報を徹底する。パートナーシップ構築宣言の拡大や実効性の向上を含め、

サプライチェーン全体で取引適正化を進める。中小企業の知的財産への侵害に関する実態調

査を行い、独占禁止法上の指針を策定するほか、知財経営支援ネットワークを通じたリテラ

シーの向上等に取り組む。 

生産性向上については、飲食業、宿泊業、小売業等の 12 業種で策定した「省力化投資促

進プラン」に基づく官民での取組の目標を達成するため、2029 年度までの集中的な取組と

して、デジタル支援ツールを活用したサポート、全国的な伴走型支援、複数年にわたる生産

性向上支援を通じて、2029年度までの５年間でおおむね 60兆円の生産性向上投資を官民で

実現する。地域の経営人材を確保するため、「週一副社長」の普及、マッチング支援の強化、

副業・兼業の促進に取り組む。 



資料 No.5 

4 

 

事業承継・Ｍ＆Ａについては、「事業承継・Ｍ＆Ａに関する新たな施策パッケージ」に基

づき、支援機関による売手側のニーズの掘り起こしの強化、事業承継・引継ぎ支援センター

の体制強化等に取り組む。事業承継税制（特例措置）に関し、令和７年度与党税制改正大綱

の記載に鑑み、事業承継に係る政策の在り方の検討を進めるとともに、後継者の経営能力の

育成に取り組む。 

地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期大学、高等専門学校及

び専門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成に取り組むほか、医療・

介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の

引上げを始めとする処遇改善を進める。 

この他、（２）に記載する取組を含め、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計

画」に基づく取組を進める。 

最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・

小規模事業者の賃上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標の達成に

向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を５年間で集中的に実施す

る。 

政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、①地方の

中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正化の

徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と支援

体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の

方々の事業承継・Ｍ＆Ａに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画的に行うこ

とができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実行

する。また、ＥＵ指令においては、賃金の中央値の 60％や平均値の 50％が最低賃金設定に

当たっての参照指標として、加盟国に示されている。最低賃金の引上げについては、我が国

と欧州では制度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、これらに比べて、

我が国の最低賃金が低い水準となっていること及び上記の施策パッケージも踏まえ、法定３

要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会において議論いただく。 

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」には、中小企業・小規模事業者の

生産性向上、官公需の価格転嫁等が定められている。国は、計画を踏まえ、都道府県・市町

村が地域の状況に応じてきめ細かな賃上げ環境整備に取り組むことを、様々な政策手段を活

用して後押しする。その中で、各都道府県の地方最低賃金審議会において中央最低賃金審議

会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場合は、持続的な形で売上拡大や生産性向上

を図るための特別な対応として、政府の補助金による重点的な支援を行うことや、交付金等

を活用した都道府県の様々な取組を十分に後押しすることにより、生産性向上に取り組み、

最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者を大胆に後押しする。 

地方最低賃金審議会において、これらの政府全体の取組や各都道府県の賃上げ環境も踏ま

え、法定３要素のデータに基づき、実態を踏まえた審議決定となるよう、議論いただく。 

地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る。 

 

（２）三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し 

1990 年代のバブル崩壊以降、経済全体が力強さを欠く中で、企業はコストカットを迫ら

れ、既存の雇用を維持しつつ人件費を抑制し、また、非正規雇用労働を採用した結果、労働

生産性の変化が的確に反映されず、賃金全体が伸び悩んだ。人手不足の深刻化が見込まれる

中、成長型経済への移行を確実なものとするためには、労働者一人一人の雇用の質・労働生

産性を向上させるとともに、労働市場の流動性を高め、我が国経済全体の生産性向上と持続
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的な賃上げにつなげていくことが求められる。 

 

（三位一体の労働市場改革） 

生成ＡＩが人間の業務を代替することによって、将来的に一部の事務職等の労働需要が減

少する可能性があることも考慮して、技術トレンドを踏まえた幅広い労働者に対する効果的

なリ・スキリング支援に取り組む。具体的には、ＡＩを含むデジタルスキルに関する教育訓

練給付金対象講座を拡大するとともに、全国の非正規雇用労働者等がオンラインで職業訓練

を受講することを可能とする。中高年齢層のセカンドキャリアに向けたリ・スキリングを含

め、キャリアプランニングを支援する。産学協働によるリ・スキリングプログラムについて、

毎年約 3,000 人が修得できるよう、提供拠点・プログラムを拡充する。2028 年技能五輪国

際大会の日本開催の決定を契機として、現場人材のスキル向上と処遇改善のための環境を整

備するとともに、スキルアップを目指す国民運動を展開する。「ジョブ型人事指針」を周知

するとともに、「人的資本可視化指針」の見直し、有価証券報告書の人的資本に関する情報

開示の充実を進める。労働移動の円滑化について、官民の公開求人情報の収集・分析や検定

のスキル評価を充実させ、職業情報提供サイト（job tag）の機能を強化する。ハローワー

クの体制強化やＡＩの活用を進め、在職者を含めたキャリアサポートを強化する。 

生産性の高い成長産業・企業への労働移動の円滑化及び多様で柔軟な働き方の推進を通じ

た労働参加率の向上による就業構造改革を経済・産業構造改革と一体で進める。 

 

（多様で柔軟な働き方の推進） 

短時間正社員を始めとする多様な正社員制度、勤務間インターバル制度の導入促進、選択

的週休３日制の普及、仕事と育児・介護の両立支援、全ての就労困難者 22 に届く就労支援

に取り組む。 

いわゆる「年収 130万円の壁」を意識せず働くことができるよう、2025年度中に、労働時

間の延長や賃上げを通じて労働者の収入を増加させる事業主を支援する措置を実施する。 

働き方改革関連法施行後５年の総点検を行い、働き方の実態及びニーズを踏まえた労働基

準法制の見直しについて、検討を行う。 

国家公務員について、優秀な人材の獲得及び定着のため、民間の人材獲得に向けた取組を

踏まえ、働く時間や場所の柔軟化、人材マネジメントの強化、採用プロセスの弾力化、処遇

の改善を進める。 

 

（個別業種における賃上げに向けた取組） 

建設業や自動車運送業の賃上げに向け、労務費の基準の設定及び実効性確保、建設キャリ

アアップシステムの利用拡大、賃上げに対応した運賃設定や荷主への是正指導の強化等を通

じ、処遇改善や取引適正化を推進する。警備業やビルメンテナンス業の賃上げに向け、官公

需におけるリスクや重要度に応じた割増加算を含め、適切な単価設定や分離発注の徹底によ

り、労務費の価格転嫁を進める。 

医療・介護・障害福祉の処遇改善について、過去の報酬改定等における取組の効果を把握・

検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。 

 

（中堅・中小企業による賃上げの後押し） 

事業者の定期的な情報提供を促す仕組みを検討するとともに、地域金融機関・信用保証協

会のＩＴ化を進め、予兆管理を強化する。政府系金融機関、中小企業基盤整備機構又は中小

企業活性化協議会の支援を通じ、再生支援が必要な企業のロールアップを促進する。事業者



資料 No.5 

6 

 

選択型経営者保証非提供制度の活用状況をフォローアップし、経営者保証に依存しない融資

慣行の確立を目指す。「再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージ」に基づく取組を進める。 

地域経済への波及効果が大きい重点支援企業を選定し、地域ごとの支援体制を整備する。

中堅企業の研究開発や大規模設備投資を支援するとともに、ファンド等からの出資を通じ、

資金調達環境を整備する。海外展開を担える高度人材の受入れ、家族経営形態のガバナンス

の強化を促進する。100億円超えの売上げを目指すことを宣言する企業の設備投資支援等を

行うとともに、中小・小規模事業者の新事業進出・事業構造転換、研究開発及び新製品・サ

ービス開発を支援する。 

地域の社会課題解決の担い手となるローカル・ゼブラ企業の育成に向け、社会的インパク

ト評価を資金調達につなげる環境整備を進める。地域の生活を支えるサービスの供給を維

持・発展させる「地域協同プラットフォーム」を支援する。 

中小企業・小規模事業者の人材管理を含めた経営に対する支援の体制・機能を強化する。

企業の情報・支援ニーズを集約した、中小企業と支援機関とのマッチングに係る基盤（セカ

マチ）の機能を拡充する。「小規模企業振興基本計画」を踏まえ、経営力向上のための商工

会・商工会議所による支援を行う。独立行政法人工業所有権情報・研修館の機能の地方展開

に取り組む。 

 

（略） 

 

第４章 当面の経済財政運営と令和８年度予算編成に向けた考え方 
 

１．当面の経済財政運営について 

我が国経済は、緩やかに回復している一方で、米国の関税措置等の影響、物価上昇の継続

が個人消費に及ぼす影響に伴う下振れリスクには、注意する必要がある。 

米国の関税措置への対応や当面の物価高への対応を始め、経済財政運営に万全を期す。引

き続き、経済・物価動向に応じた機動的な政策対応を行っていく。 

「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとするよう、物価上昇を上

回る賃上げを起点として、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。地域の中堅・中小

企業の最低賃金を含む賃上げの環境整備として、適切な価格転嫁や生産性向上、経営基盤を

強化する事業承継・Ｍ＆Ａを後押しするなど、施策を総動員する。 

このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」及び令和６年度補

正予算並びに令和７年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。 

日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃

金と物価の好循環を確認しつつ、２％の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期

待する。 

 

（略） 

 


